
【家庭福祉課本課関係】





１．社会的養育の充実について
（１）令和２年度予算案における社会的養育の推進関係事業等につい

て（関連資料１参照）

平成28年改正児童福祉法の理念のもと、「新しい社会的養育ビジョン」

で掲げられた取組を通じて、「家庭養育優先原則」を徹底し、子どもの最

善の利益を実現していくため、平成30年７月に、各都道府県等に対して

「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」をお示しし、社会的養育の

充実に向けた新たな計画を今年度末までに策定いただくよう依頼してい

る。

令和２年度予算案においては、こうした各都道府県等の取組を支援す

るため、①家庭養育等の推進、②施設の小規模かつ地域分散化、高機能

化及び多機能化・機能転換の推進、③虐待を受けた子どもなどへの自立

支援の充実等に必要な予算を計上しており、具体的には、

①家庭養育等を推進するための予算として、

ア ２人目以降の里親手当の充実

イ 里親委託前のマッチングに対する支援（面会交流等の係る交通

費及び委託前養育期間中の生活費）の創設

ウ フォスタリング機関における24時間の相談体制及び緊急対応体

制の整備

エ 養子縁組民間あっせん機関に対する支援や、養親希望者の手数

料負担の軽減策の拡充 等

②施設の小規模かつ地域分散化を推進するための予算として、

ア 児童養護施設における施設の職員配置基準の強化（子ども：職

員＝６：４→最大６：６）

イ 児童養護施設及び乳児院の改修期間中に発生する建物賃借料の

補助 等

③虐待を受けた子どもなどへの自立支援の充実のための予算として、

ア 児童養護施設等における進学・就職等の自立支援や退所後のア

フターケアを担う職員の配置

イ 都道府県等における自助グループへの支援（専任職員の配置、

事務費等）の充実

ウ 都道府県及び社会的養護経験者等を対象とした全国大会の開催

等

に必要な予算を計上したところであるので、都道府県等におかれては、

積極的な実施をお願いする。

なお、乳児院及び児童養護施設に係る令和２年度次世代育成支援対策

施設整備交付金の取扱いについては、昨年度同様、
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① 小規模かつ地域分散化を積極的に推進する整備計画（地域小規模

児童養護施設の整備及び分園型小規模グループケアの整備）につい

て、優先的に採択する。

② 小規模かつ地域分散化を進める過程で過渡的に本体施設のユニッ

ト化を経る整備計画（本体施設と同一敷地内の小規模グループケア

の整備や本体施設内の小規模グループケア（ユニット化）の整備）

については、「概ね10年程度で、小規模かつ地域分散化を図るため

の整備方針（計画）」を作成いただき、その内容を精査した上で、

採択の可否を決定する。

③ 大・中・小舎（小規模グループケア以外）を含む整備計画につい

ては、採択しない。

こととしているので、ご留意願いたい。

（２）家庭養育の推進について

① 都道府県社会的養育推進計画の策定について（関連資料２参照）

平成30年７月に、各都道府県に対して計画の策定要領をお示しし、

社会的養育の充実に向けた新たな計画を今年度末までに策定いただく

よう依頼している。各都道府県においては、年度末の策定期限に向け

て取り組んでいただいているところであるが、平成28年の児童福祉法

改正で明記された「家庭養育優先の原則」を徹底していくための今後

10年の取組の基本となる計画であることを十分に踏まえていただきた

い。

そのため、推進計画については、次の事項について、改めて確認し

た上で、必要な再検討を行い、本年度末までに策定を終了し、これに

沿った来年度以降の取組を精力的に進めていただくとともに、進捗状

況については、毎年度、把握・検証し、その結果に応じて必要な場合

には、計画期間中であっても柔軟に計画を見直していただくよう、お

願いする。

ア 今回の推進計画の見直しについて

今回の推進計画の全面的な見直しは、「家庭養育優先原則」を徹底

し、子どもの最善の利益を実現するために行われるべきことであり、

以下の事項をはじめ、策定に当たっての基本的考え方や留意事項に

ついてまとめた策定要領を十分に踏まえて、推進計画を策定するこ

と。

ⅰ 平成28年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成28年法

律第63号）において、子どもが権利の主体であることが位置付け
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られるとともに、「家庭養育優先原則」が明記されたこと。

ⅱ 「児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について（平成28

年６月３日雇児発0603第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知）」において、特に就学前の乳幼児期は、愛着関係の基礎を作

る時期であり、児童が安心できる、温かく安定した家庭で養育さ

れることが重要であることから、養子縁組や里親・ファミリーホ

ームへの委託を原則としていること。

ⅲ 平成29年の「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の

一部を改正する法律」（平成29年法律第69号）において、在宅での

養育環境の改善を図るため、保護者に対する指導への司法関与や、

家庭裁判所による一時保護の審査の導入など、司法の関与の強化

等がなされたこと。

ⅳ これらの児童福祉法等の抜本的な改正を受けて、平成29年８月

に「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」において、今後

の社会的養育の在り方を示す「新しい社会的養育ビジョン」が取

りまとめられたこと。

ⅴ 特に、里親等委託率については、国において「概ね７年以内

（３歳未満は５年以内）に乳幼児75％以上」、「概ね10年以内に学

童期以降50％」の実現に向けて、取組を推進することとしている

こと。また、都道府県においては、これまでの地域の実情は踏ま

えつつも、子どもの権利や子どもの最善の利益はどの地域におい

て実現されるべきものであること、及び上述した数値目標を十分

に念頭に置き、個々の子どもに対する十分なアセスメントを行っ

た上で、代替養育を必要とする子どもの見込み等を踏まえ、数値

目標と達成期限を設定することを求めていること。

イ 代替養育を必要とする子ども数の見込みについて

代替養育を必要とする子ども数の見込みについて、策定要領にお

いて示しているとおり、現に入所措置又は里親等委託されている子

どものみならず、「児童相談所における養護相談対応件数」や「一時

保護子ども数」などを加味し、適切に潜在的需要を見込むこと。そ

の際、以下のような方法を採る都道府県があったので、参考にして

いただきたい。

＜算出方法の事例＞

① 直近の児童人口に対する養護相談件数の比率を算出し、算出

した比率を、各年の推計児童人口に乗じ、養護相談件数を推計。

② 直近の養護相談件数に対する要保護児童の割合を算出し、算

出した割合を、各年の養護相談件数の推計に乗じて要保護児童

数を推計。
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③ 児童相談所に対する調査を行い、在宅指導中の児童のうち施

設や里親等の利用が可能であったが、里親や施設等を利用でき

なかったと回答のあったものをベースに潜在需要を試算。

④ ②及び③等により、代替養育を必要とする子ども数の見込み

を算出

ウ 里親等委託等が必要な子ども数について

ⅰ 里親等委託等が必要な子ども数については、家庭養育優先原則

の理念に基づき、子どもの状態や希望等に基づき見込むこと。

ⅱ 見込に当たっては、現状における委託可能な里親数等にとらわ

れないこと。また、一部の都道府県においては、「代替養育を必要

とする子どもの見込数から、児童養護施設等の見込みや現行の定

員を減じたものを里親等委託が必要な子ども数にする」といった

方法が採られているが、このような方法は、策定要領に沿ったも

のとは言えないこと。

ⅲ 現に里親等へ委託されている子どもに限らず、施設入所してい

るケースや在宅指導を行っているケースのうち、里親等委託が適

当であった子ども数など、潜在的な需要も適切に見込むこと。特

に、乳幼児は、今後の人格形成に多大な影響を与える時期でもあ

るとともに、比較的マッチングが行いやすい時期でもあるため、

積極的に里親等へ委託する前提で、その数を見込むこと。

ⅳ 里親等委託が適さないとした子どもにおいても、フォスタリン

グ業務の包括的な実施体制の構築など、里親等に対する支援を充

実することで、里親等委託が検討できる子どももいることに留意

すること。その数について、以下のような検討を行った上で見込

んでいる都道府県もあるので参考にしていただきたい。

＜検討例＞

・ 児童養護施設及び乳児院に入所中の子どもについても個別

にアセスメントを実施し、委託促進対策を講じることで里親

等委託を検討できるものを加味するとともに、親の同意が得

られないケースや受け皿確保の課題はあっても、それらにと

らわれることなく、あくまでニーズに基づいて里親等委託が

必要な子ども数を算出。

ⅴ 各都道府県において、独自の算式により里親等委託が必要な子

ども数を見込む場合であっても、策定要領に定める算式１及び算

式２により算出された数値を明らかにした上で、中でも乳幼児に

関わる見込み数については、重要な算出根拠となるため、それぞ

れの算式において、その数を明らかにすること。
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② 里親・ファミリーホームへの委託の推進（関連資料３～５参照）

里親等委託率については20.5％（平成30年度末）と、依然として施

設養護の割合が高い状況にある。

特に乳幼児期については、安定した家族関係の中で愛着関係の基礎

を作る時期であり、積極的な里親委託を検討する必要があり、厚生労

働省としては、計画の策定要領をお示ししているとおり、「概ね７年以

内（３歳未満は概ね５年以内）に乳幼児の里親等委託率75％以上」、

「概ね10年以内に学童期以降の里親等委託率50％以上」の実現に向け

て、取組を推進していくこととしている。

今般、各都道府県に対し、推進計画における里親等委託率の検討状

況等についてヒアリングを行ったところ、「里親の成り手の確保が困

難」等といった声が少なからずあった。この課題に対しては、精力的

かつ継続的な取組が必要であるが、厚生労働省としても、このような

取組を支援するため、令和２年度予算を含め、必要な財政措置を図る

ことを予定しているほか、以下のとおり里親の成り手の増加のための

方策についてとりまとめたので参照していただきたい。また、里親等

委託率の目標値について、以下の方策を進めることを前提として設定

するよう検討いただきたい。

ア 里親養育支援児童福祉司の児童相談所への配置について

「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）（平成3

0年12月18日児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定）

において、里親養育支援児童福祉司を各児童相談所に配置するこ

とを決定したとともに、令和元年度から当該職員に係る地方財政

措置がなされていることから、児童相談所へ積極的に配置するこ

と。

イ フォスタリング業務の包括的な実施体制の構築について

里親のリクルートや継続的な支援では、フォスタリング体制を

構築することが重要である。策定要領で示しているとおり、各都

道府県においては令和2年度末までに、フォスタリング業務の包括

的な実施体制を構築すること。

フォスタリング機関への補助については、令和元年度予算にお

いて大幅に拡充したところであるが、さらに、令和２年度予算案

において、24時間の相談支援体制を整備するための費用を盛り込

んでいるため、積極的に活用されたい。

また、フォスタリング機関については、乳児院や児童養護施設

のほか、児童家庭支援センター、ＮＰＯ法人等の活用も有効であ

る。「フォスタリング機関（里親養育包括支援機関）及びその業務

に関するガイドラインについて」（平成30年７月６日子発0706第２
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号厚生労働省子ども家庭局長通知）にてお示ししているとおり、

民間フォスタリング機関には、

ⅰ 民間機関ならではのリクルート手法によって、多様な里親

を開拓できる

ⅱ 委託決定の権限をもつ児童相談所とは異なる立場にあるた

め、里親とチームを組みやすく、里親の思いに寄り添ったサ

ポートやスーパービジョンが行いやすい

ⅲ 人事異動がある行政機関とは異なり、一定期間の継続性や

一貫性を意識した人材の確保及び育成により、フォスタリン

グ業務に関する専門性と経験を蓄積するとともに、里親との

継続的な信頼関係を築くことで、高度な実践が可能となる

等のメリットが期待される。

ウ 未委託里親の活用について

全国の登録里親数は平成31年３月末時点で10,136世帯ある中、

委託里親数は3,441世帯となっており、相当数の未委託里親が存在

している。

未委託里親の中には、養育経験の不足、知識やスキルの不足な

どを理由に未委託とされているケースがあるが、こうした者に委

託が可能となるよう、週末や夏期休暇等の連続した休暇の期間等

を利用した、短期間の養育体験や研修受講を促すことも効果的で

ある。

また、未委託里親をはじめとして、委託前のマッチングプロセ

スが重要であることに鑑み、令和２年度予算案において新たに

「里親への委託前養育等支援事業」を創設し、この期間について

の里親家庭の経済的負担の軽減等を図ることとしている。この事

業においては、マッチングの一環として、週末や夏期休暇等の連

続した休暇の期間等を利用して、短期間の養育を行う場合も対象

となるため、積極的に活用されたい。

エ 複数児童の委託について

全国の里親家庭は、平成30年２月１日時点で4,216世帯あり、そ

のうちの委託児童数が１人である家庭は全体の76.1％となってい

る。フォスタリング機関による里親家庭への支援の充実などを図

っても、新規の里親の大幅な増加が見込めない場合等には、複数

委託を検討することも有効である。

令和２年度予算案においても、前述のとおりフォスタリング機

関への補助を充実しているほか、二人目以降の里親手当の拡充等

も盛り込んでいるところである。
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③ ファミリーホームの養育者について

ファミリーホームの養育者については、家庭と同様の環境における

養育の推進に資するよう、その質を高めるため、現行の資格要件に上

乗せして、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の４第１号に規

定する養育里親であることを要件とするため、児童福祉法施行規則

（昭和23年厚生省令第11号）を改正し、令和２年４月１日に施行する

こととしていることから、適切な対応をお願いしたい。ただし、施行

の際現に養育者である者については、令和５年３月31日までは、改正

後の要件を満たす者とみなすこととする。

④ 特別養子縁組の推進について（関連資料６、７参照）

特別養子縁組については、その制度の利用を促進する観点から、民

法等の一部を改正する法律（令和元年法律第34号）が成立し、令和２

年４月１日から施行することとされている。その概要は以下のとおり

であり、これを踏まえた留意点等については追って通知することとし

ているところ、特別養子縁組制度の更なる利用促進に向け、各児童相

談所においては適切な対応をお願いしたい。

【民法の改正】

・ 養子となる者の上限年齢について、原則15歳未満（特別養子縁

組の審判の申し立て時。要件を満たす場合は15歳以上も可能。た

だし、特別養子縁組成立の審判確定時に18歳未満である必要があ

る。）に引き上げること。また、養子となる者が審判時に15歳に達

している場合においては、養子となる者がその縁組に同意してい

なければならないこととすること。

【家事事件手続法の改正】

・ 特別養子縁組を、実親の同意や監護が相当でないことを審理す

る第一段階の「特別養子適格の確認の審判」と、養親となる者が

養親として適当であるか否かを審理する第二段階の「特別養子縁

組の成立の審判」の２段階の手続で成立させることとすること。

・ 実親が「特別養子適格の確認の審判」における期日等において、

特別養子縁組の成立に同意した場合、２週間経過後は、撤回でき

ないこととすること。

【児童福祉法の改正】

・ 児童相談所長は、「特別養子適格の確認の審判」を自ら申し立て

ることができ、また、養親となる者が申し立てた場合には、その

手続に参加できること。

保護者のない子どもや、虐待を受けた子どもなど、社会的養育が必

要な子どもに対し、温かく安定した家庭の中での養育を確保する上で、
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養子縁組あっせん事業が果たす役割は重要であり、その業務の適正な

運営を確保する観点から、民間あっせん機関による養子縁組あっせん

に係る児童の保護等に関する法律（平成28年法律第110号）が制定され、

平成30年４月１日より施行されている。

過去には、金品による優先的なあっせんや、実親への不十分な意思

確認など、養子縁組あっせん事業を行う者の対応が不適切な事案も生

じており、同事業の適正かつ円滑な運営が図られるよう、今後、新た

に許可申請を希望する者への対応を含め、引き続き、適正に対応して

いただくようお願いしたい。民法等の改正を踏まえた民間あっせん事

業に関する留意点等については、追って「民間あっせん機関が適切に

養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針」（平成29年厚生労働

省告示第341号）を改正するとともに、詳細を通知することとしている。

また、児童相談所は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせん

について、児童の最善の利益に資する観点から、養子縁組のあっせん

に必要な情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力す

るように努めなければならないこととされている（民間あっせん機関

による養子縁組あっせんに係る児童の保護等に関する法律第４条）こ

とから、各児童相談所においては、民間あっせん機関から相談等があ

った場合には適切に対応していただくようお願いしたい。

さらに、民間あっせん機関による養親希望者に対する養子縁組のあ

っせんの適正な実施に資するよう、「養子縁組あっせん事業の許可等の

適正な実施について」（平成30年３月９日付け子家発0309第１号厚生労

働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）に基づき、当該養親希望者等の

本籍地の市町村においては犯歴情報の確認に、居住地等の都道府県等

においては児童虐待及び被措置児童等虐待の確認にご協力いただける

よう、「民間あっせん機関による犯歴情報並びに児童虐待及び被措置児

童等虐待の確認について（協力依頼）」（令和元年９月13日付け厚生労

働省子ども家庭局家庭福祉課事務連絡）において改めてお願いしてい

るところであり、各都道府県等の養子縁組あっせん事業に係る相談窓

口におかれても、こうした確認についての相談があった場合には、照

会先を紹介することを含め、適切に対応していただくようお願いした

い。

なお、同法のうち、民間あっせん機関の業務の質の評価に関する規

定については、平成31年４月１日より施行されており、「民間あっせん

機関の第三者評価基準について」（令和元年11月20日付け子発1120第１

号厚生労働省子ども家庭局長通知）を通知し、適用したところ、厚生

労働大臣が指定する第三者評価の評価機関については、追ってお知ら

せする。
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令和２年度予算案においては、民法の改正により、特別養子縁組の

対象が原則６歳未満から原則15歳未満に引き上げられたことを踏まえ、

① 比較的年齢の高い養子とその養親に対する支援体制の構築する

モデル事業の創設

② 養子縁組民間あっせん機関の職員の資質向上を図るモデル事業

の創設

③ 養子縁組民間あっせん機関を利用する養親希望者の手数料負担

の更なる軽減策

を盛り込んだところであり、都道府県等においては、積極的な実施を

お願いする。

なお、今年度より実施している「養親希望者手数料負担軽減事業」

については、養親希望者の居住する都道府県等に対する補助事業であ

ることから、民間あっせん機関の有無に問わず、積極的な実施をお願

いする。

⑤ 里親制度・特別養子縁組制度の広報啓発について

（関連資料８参照）

厚生労働省では、里親制度に対する社会的認知を高め、より一層の推

進を図るため、毎年10月を「里親月間（里親を求める運動）」と位置付

け、集中的な広報・啓発活動を実施している。

令和元年度においては、関係団体等とも協力し、

・ ポスター・リーフレット等の作成及び関係機関、関係団体等への

配布

・ 新聞広告及びインターネットによる広報活動

・ 政府広報（Twitter、Facebook、各種広報誌）による広報活動

等の取組を実施した。

なお、里親月間に合わせ、厚生労働省と関係団体が主催して毎年度実

施している「全国里親大会」について、令和２年度は、徳島県徳島市で

10月３日（土）、４日（日）に開催する予定である。

併せて、特別養子縁組制度についても、新聞広告（令和２年1月4日）

や特設サイトによる広報・啓発活動を行っている。

各自治体におかれても、里親制度や特別養子縁組制度の普及啓発に向

けて、地域の実情に応じて創意工夫を凝らした広報活動を展開するなど、

積極的な取組をお願いする。

また、里親に関心を持った層に対しては、経験者の体験を共有する機

会を持つことや、サポート体制などの説明を通じて、里親になることの

不安や負担感を軽減するほか、週末や夏期休暇等の連続した休暇の期間

等を利用した、短期間の養育体験などを通し、里親になるための動機付
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けを行うことも効果的であり、このような短期間の養育体験については、

現に児童養護施設や乳児院等に入所する子どもが家庭生活を体験するた

めの「施設入所児童家庭生活体験事業」が活用できるので、積極的に取

り組んでいただきたい。

加えて、日本財団において公開している｢－｢里親｣意向に関する意

識・実態調査－｣（2018年１月30日）（https://happy-yurikago.net/2

019/05/5548/）では、全国の20代～60代の男女を対象とした調査を行っ

た結果、6.3％が里親になる意向があると回答されており、この数字か

ら推計すると、全国で106万世帯の潜在的な里親意向者がいるとされて

いる。また、里親意向を高める要素について、「困っている子どもたち

の様子」や「里親のなり方」を知ることなどが示されている。里親のリ

クルートに当たっては、本調査結果も参考とし、積極的に取り組んでい

ただきたい。

さらに、各都道府県において、里親の成り手の拡大に向け、様々な取

組が行われており、例えば次のⅰ～ⅶのようなものがあるため、参考に

されたい。

ⅰ 登録研修の受講から里親登録に繋ぐための説明会や面談を実施。

ⅱ 委託可能な里親を増やすために登録後研修を実施。

ⅲ 未委託の養子縁組里親を養育里親として活用。

ⅳ 未委託里親に対して里親同士のレスパイトケアを依頼することで、

養育経験を積んでもらう。

ⅴ ショートステイ（子育て短期支援事業）の受け皿として里親登録

を促し、短期間の里親から開拓。

ⅵ 委託開始時に地域の関係機関が集まり、当該児童についての支援

策を共有する取組。

ⅶ 養育中の支援体制を拡充（相談支援体制や法定外の研修事業の充

実など）。

これらのほか、都道府県等による具体的な実践例として、愛知県、静

岡市、福岡市の状況の調査結果を厚生労働省のホームページ(https://

www.mhlw.go.jp/iken/after-service-2018.04.20.html）の中で紹介し

ているので、併せて参考にされたい。

⑥ その他の留意点（関連資料９参照）

ア 新生児・乳児の里親委託

特定の大人との愛着関係の下で養育されることが、子どもの心身

の成長や発達には不可欠であり、今後の人格形成に多大な影響を与

える時期でもあることから、長期的に実親の養育が望めない場合は、

子どもにとって安定し継続した家庭における養育環境と同様の養育
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環境を提供することが重要である。このため、特別養子縁組を希望

する養子縁組里親に委託し、子どものパーマネンシー（恒久的な養

育環境）を保障することを優先して検討するようお願いする。

また、委託の期間が限定されている場合も、特定の大人との関係

を築くことは、健全な心身の成長や発達を促すことから、積極的に

養育里親への委託を検討するようお願いする。

新生児については、障害の有無が明らかになる年齢を待ってから、

里親委託を検討する考え方もあるが、心身の発達にとって大切な新

生児の時期から里親委託を検討するようお願いする。

イ 乳児院から里親への措置変更の推進

できるだけ早い時期に家庭における養育環境と同様の養育環境で、

特定の大人との愛着関係の下で養育されることが子どもの心身の成

長や発達には不可欠であることから、乳児院からも措置変更する子

どもについては、原則として、里親委託への措置変更を検討するよ

うお願いする。

ウ 里親希望者が単身、共働き、ＬＧＢＴ等である場合の取扱いにつ

いて

里親の登録や認定については、里親登録又は認定を希望する者が

単身、共働き、ＬＧＢＴ等であるか否かにかかわらず、里親の種類

に応じた要件に沿って登録又は認定の可否が判断されるべきもので

あるため、その徹底をお願いする。

また、里親家庭の選定についても、委託する子どもとの適合を重

視し、里親の年齢、実子の養育経験、これまでの受託経験、幼児へ

の養育が適した里親であるか、発達の遅れや障害等に対応できる里

親であるか、また、保護者との対応が可能な里親であるかなど、里

親の持つ特性や力量について考慮した上でマッチングを行うべきも

のであり、子どもの受託を希望する登録里親が単身等であるか否か

にかかわらず、マッチングがされるべきものであるため、その徹底

をお願いする。

（３）施設の多機能化や小規模かつ地域分散化等の推進

① 乳児院・児童養護施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機

能化・機能転換の推進（関連資料１参照）

これまで、施設の専門性を活かし、子どもを保護し、養育する重要

な役割を担ってきた乳児院や児童養護施設については、家庭養育優先
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原則を進める中においても、施設での養育を必要とする子ども（家庭

での養育が困難な子ども及び年長で今までの経緯より家庭的な生活を

することに拒否的になっている子ども等）の養育に関し、小規模かつ

地域分散化された「できる限り良好な家庭的環境」において、高機能

化された養育や親子関係再構築に向けた保護者等への支援を行うとと

もに、里親や特別養子縁組を含む在宅家庭への支援等を行うことなど、

施設の多機能化機能転換を図ることにより、更に専門性を高めていく

ことが期待されている。

このため、都道府県社会的養育推進計画において、施設の小規模か

つ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組につい

て記載いただくとともに、各施設に小規模かつ地域分散化、高機能化

及び多機能化・機能転換に向けた計画を策定いただくことにしている。

令和２年度予算案では、

・ 小規模かつ地域分散化に向けた職員配置基準の強化

・ 小規模かつ地域分散化や多機能化等を支える専門性の高い職員

の人材育成や確保に向けた、業務負担の軽減策

・ 里親や特定妊婦支援に対する支援など、多機能化等に資する補

助の充実

・ 賃借物件を改修し地域小規模児童養護施設等を創設する際の補

助の充実や施設整備の着実な実施

などを盛り込んでおり、積極的な実施をお願いする。

② 職員の人材育成・確保について（関連資料１参照）

児童養護施設等の職員の人材確保に向けて、技能・経験に応じた処

遇改善や合計６％の処遇改善等を行ってきたところであり、各都道府

県におかれては、引き続き、各施設に対し処遇改善の実施を促してい

ただきたい。

また、職員の人材確保のためには、給与等の処遇面の改善に加えて、

業務負担の軽減策を合わせて講じていくことが重要であることから、

令和元年度に「児童養護施設等体制強化事業」を創設したところであ

る。令和２年度予算案では、児童指導員等を目指す者の複数雇用を可

能とするほか、夜間業務や外国籍の子どもへの対応等の業務負担軽減

のため補助者等を雇い上げる場合の費用の補助を盛り込んでおり、当

該事業の積極的な活用をお願いしたい。

なお「児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業」も引き

続き計上しており、各都道府県におかれては、職員の人材確保や人材

育成に向けて、これらの事業の積極的な活用をお願いしたい。
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（４）被虐待児等への自立支援の充実について

① 社会的養護自立支援事業等について（関連資料１参照）

児童虐待防止対策の抜本的強化について（平成31年3月19日児童虐待

防止対策に関する閣僚会議決定）において、子どもの自立に向けた継

続的・包括的な支援体制の構築が求められており、令和元年７月１日、

８月９日に社会的養護経験者との「社会的養護自立支援の強化に向け

た意見交換会」を開催した。

社会的養護経験者の意見等を踏まえ、令和２年度予算案においては、

・ 社会的養護自立支援事業における自助グループへの支援（専任

職員の配置、会場借料及び事務費等）の充実

・ 都道府県及び社会的養護経験者等を対象とした全国大会の開催

する「社会的養護出身者ネットワーク形成事業」の創設

など子どもの自立に向けた継続的・包括的な支援体制の構築に必要な

経費を盛り込んでいる。

② 措置延長等の積極的な活用について（関連資料10参照）

措置延長、措置継続については、「児童養護施設等及び里親等の措置

延長等について」（平成23年12月28日厚生労働省雇用均等・児童家庭局

長通知）において、自立生活に必要な力が身についていない状態で措

置解除することのないよう、18歳以上の措置延長を積極的に活用する

ことや、中学校卒業後就職する児童や高等学校等を中途退学する児童

について、卒業や就職を理由として安易に措置解除をすることなく、

継続的な養育を行う必要性の有無により判断することなどをお示しし

ている。

改正児童福祉法においても、被虐待児童等に対する自立支援を進め

ているところであり、個々の子どもの状況に応じて必要な支援を行い、

将来の自立に結びつけることができるよう、各都道府県等においては、

この通知に基づき措置延長等の適切な実施をお願いする。

③ 民法改正法の施行について

令和４年４月には、18歳をもって成年とする民法改正法の施行が予

定されているが、措置延長や児童自立生活援助事業、社会的養護自立

支援事業等の上限年齢については、現行の要件を維持することとして

いるため、対象となる者の自立を図るために必要な場合には、引き続

き、これらの制度を積極的に活用いただくようお願いする。
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④ 児童入所施設措置費等による教育及び自立支援の経費について

（関連資料11参照）

児童入所施設措置費等による教育及び自立支援の経費については、

令和２年度予算案では、

ア 入進学支度金及び入学時特別加算費の増額

イ 自立援助ホームに入居している児童が、特別支援学校高等部

に通学する場合の教育費の支弁

を盛り込んでおり、各都道府県等においては、施設等への周知徹底を

お願いする。

⑤ 自立支援に関する取組事例集について

厚生労働省では、民間団体等を活用した自立支援や、子ども若者分

野など他分野と連携した自立支援など、各都道府県等における自立支

援に関する取組をまとめた、「社会的養護経験者の自立支援に関する取

組事例集」を策定し、厚生労働省のホームページにて公開している。

各都道府県等においては、「社会的養護自立支援事業」や「就学者自

立生活援助事業」の活用と合わせて、本事例集も参照いただき、自立

支援策の強化に努めていただきたい。

⑥ 自立援助ホームの設置促進について

施設を退所して就職する子ども等に、共同生活を行う住居を提供し

て生活指導などを行う自立援助ホームについては、少子化社会対策大

綱において、令和元年度末までに190か所の設置を目標として掲げてい

るが、未設置の自治体もあることから、当該自治体におかれては、被

虐待児童等への自立支援の充実を図るため、積極的な取組をお願いす

る。

⑦ 母子の自立支援における母子生活支援施設の活用について

母子の中には、ＤＶなど様々な課題を抱えている者もおり、「ひとり

親家庭への支援施策の在り方について（中間まとめ）」（平成25年８月

ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会中間まとめ）

では、「母と子が共に生活しながら、それぞれの個別の課題に対応した

専門的支援を受けることができる母子生活支援施設を地域の社会資源

として活用することが望ましい」とされている。

また、平成27年12月に子どもの貧困対策会議において決定された

「すくすくサポート・プロジェクト（ひとり親家庭・多子世帯等自立

応援プロジェクト）」では、「母子生活支援施設において、子どもの生

活・学習支援事業やショートステイ・トワイライトステイを実施する
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など、母子生活支援施設をひとり親家庭の支援拠点として活用する。」

とされているところである。

加えて、都道府県社会的養育推進計画では、母子生活支援施設の活

用等に向けた都道府県支援・取組を盛り込んでいただくことにしてい

る。

これらを踏まえ、各都道府県等においては、市町村への周知も含め、

自立支援が必要な母子に対して母子生活支援施設の積極的な活用につ

いてお願いする。

また、ＤＶ被害者については、加害者からの安全な保護のために広

域的な対応を求められることも多いことから、個々の母子の状況に応

じた円滑な広域入所や入所期間の調整をお願いする。

母子生活支援施設の入所期間に一律の期限を設けている市町村もあ

るが、期限到来により安易に保護を解除するのではなく、支援の必要

性に応じて判断するよう、市町村への周知・徹底をお願いする。

⑧ 児童家庭支援センターの活用について

児童家庭支援センターは、地域の子どもの福祉に関する相談に応じ

必要な助言を行う事業であるが、この他にも地域の里親及び里親に委

託された子どもに対する支援や児童相談所からの委託を受けて継続的

な指導が必要な子どもに対する支援を行うことが可能である。

都道府県社会的養育推進計画では、児童家庭支援センターの機能強

化及び設置促進に向けた取組を盛り込んでいただくことにしている。

平成28年改正児童福祉法に基づく家庭養育優先原則や、市区町村の

相談体制の充実等も踏まえ、施設の地域支援機能・里親支援機能の強

化の一環や、地域における相談支援拠点の一つとして、乳児院や児童

養護施設等への附置のほか、ＮＰＯ法人や医療法人等の多様な民間団

体が、児童家庭支援センターを開設できるよう、積極的な取組をお願

いする。

また、令和元年度予算より、児童家庭支援センター運営事業及び指

導委託促進事業の補助基準額の算定方法の運用改善を図ったところで

ある。各都道府県においても、これを踏まえた予算措置を講じていた

だくようお願いする。

（５）児童養護施設職員等の処遇改善について

民間児童養護施設職員等の処遇改善については、民間の児童養護施

設職員等の業務の困難さに応え、人材確保と育成を図るため、

ア 児童養護施設等に勤務する全ての職員を対象とした一律３％相
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当の処遇改善を行った上で、

イ これに加えて、虐待や障害等のある子どもへの夜間を含む業務

内容を勘案した処遇改善や、キャリアアップの仕組みを構築し、

一定の研修を修了した職務分野別のリーダー的職員や支援部門を

統括する職員に対する処遇改善（社会的養護処遇改善加算）

を行っている。

社会的養護処遇改善加算のうち処遇改善加算（Ⅱ）から（Ⅳ）の対

象者については、対象となる研修のア及びイの両方の研修を修了する

必要があるが、平成29年度から、対象となる研修のア又はイのいずれ

かの研修を修了している場合に処遇改善加算（Ⅱ）から（Ⅳ）の対象

とすることができる取り扱いとしている。

この取り扱いについては、前回の主管課長会議でもお示ししたとお

り、令和２年度以降については、原則、ア及びイの両方の研修を受け

た者のみ加算対象とし、令和元年度に受講予定だった者のうち、自己

都合以外の要因により研修が受講ができなかった者等については、令

和２年度に限り特例的に認めることとする予定である。

都道府県等においては、引き続き、対象となる研修のア又はイのい

ずれかの研修のみ修了している者が早期に両方の研修が修了できるよ

う、研修機会の確保や情報提供等に努めるよう願いたい。

（６）施設運営の質の向上について

① 第三者評価の受審と公表

社会的養護関係施設については、平成24年４月より３か年度に１回

以上の第三者評価の受審と結果の公表が義務付けられている。現在、

第三者評価については、平成30年度から令和２年度までの３か年度間

で実施されており、各都道府県等においては、未受審施設に対して、

令和２年度までの受審を促すようお願いする。

なお、第三者評価を受審しない年においても、各施設は第三者評価

の項目に準じて自己評価の実施、公表を行うこと（「児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準」第24条の３、第29条の３、第45条の３、第

76条の２、第84条の３）となっているので、あわせて指導願いたい。

② 職員の資質向上のための研修

児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業（各施設種別、

職種別に行われる研修への参加促進や、障害児入所施設や家庭的環境

の下での個別的な関係を重視したケア等を実施している施設での実践

研修を支援するもの）については、令和２年度予算案においても、引
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き続き、実施するとともに、研修開催費用を新たに補助対象に追加す

ることとしているので、職員の資質の向上や被措置児童等虐待を含め

た子どもの権利擁護の徹底等の観点から、積極的に活用願いたい。

③ 施設長研修の実施について

施設長研修は、施設長の任用要件であるとともに、２年に１回以上

の受講を義務付けているが、令和２年度は社会的養護施設関係５団体

が共催で11月26日～27日（東京会場）、12月14日～15日（大阪会場）に

て研修の開催を予定している。

なお、児童自立支援施設の任用時研修については、このほか国立武

蔵野学院でも行っている。

④ 基幹的職員の配置の推進

各施設において自立支援計画等の作成・進行管理、職員の指導等を

行う基幹的職員を配置することは、施設運営の質の向上に資するもの

である。基幹的職員が配置されていない施設がある都道府県等におい

ては、基幹的職員の配置の検討をお願いする。

また、基幹的職員の要件となる研修を行う「基幹的職員研修事業」

を補助事業として平成21年度より実施しているので、施設運営の質の

向上に本事業の実施を検討されたい。

⑤ 国立武蔵野学院における研修の実施等（関連資料12参照）

国立武蔵野学院では、これまでの附属児童自立支援専門員養成所の

施設や機能及びこれまで培ってきた職員のノウハウ等を活かしながら、

児童福祉司等の養成及び社会的養護に携わる職員のスキルアップに対

応した研修の充実を図るため、令和２年４月より国立武蔵野学院附属

人材育成センター（仮称）を設置する予定としている。令和２年度に

おいても、「基幹的職員研修事業」で研修の企画・実施を行う者（講

師）向けの指導者養成研修、児童自立支援施設職員研修や児童相談所

一時保護所職員等に対する研修を実施する予定としているので、各都

道府県等におかれては積極的な参加をご検討いただきたい。

⑥ 児童自立支援施設及び児童心理治療施設における学校教育の導入に

ついて（関連資料13参照）

児童自立支援施設における学校教育については、平成９年に児童福

祉法が改正され児童自立支援施設の施設長に入所児童を就学させる義

務が課せられたが、平成30年10月１日現在の実施状況は、全58施設中、
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54施設となっている。

また、児童心理治療施設は、個々の子どもの学力等に応じた教育的

支援が必要なことから、地元学校の特別支援学級の分教室や分校、特

別支援学校の分校、分教室など個々の子どもに合わせた教育ができる

体制を整える必要があるが、平成30年10月１日現在の学校教育の実施

状況は、全50施設中、45施設となっている。

児童自立支援施設に入所する子どもが学校教育を受けられるよう、

文部科学省とも連携を図っているところであるが、導入（実施）予定

の立っていない都道府県等においては、児童福祉主管課と教育委員会、

施設が密接に連携を取りながら、児童福祉法の趣旨に沿い、早期に導

入（実施）できるよう一層のご尽力をお願いするとともに、児童心理

治療施設においても、個々の子どもの学力等に応じた教育的支援が行

えるよう、積極的な学校教育の導入をお願いする。

⑦ 被措置児童等虐待について

児童福祉法改正により、平成21年４月から被措置児童等虐待の防止

に関する事項が制度化されているが、毎年、施設職員等による被措置

児童等への虐待事案が生じている。

都道府県等においては、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」（平

成21年３月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長、厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長連名通知）等により、

被措置児童等虐待の発生予防から早期発見、迅速な対応、再発防止等

に取り組んでいただいているところであるが、これまでの届出・通告

状況、事実確認状況等を踏まえ、あらためて貴管内における被措置児

童等虐待への対応体制について、子どもの最善の利益や権利擁護の観

点に即したものになっているか確認願いたい。

また、平成28年３月に取りまとめた「被措置児童等虐待事例の分析

に関する報告」では、平成21年度から平成25年度の被措置児童等虐待

調査結果や個別事例の分析を行い、その検証結果や対応策を示してい

るので、参考にされたい。

特にすべての関係者に対する意識啓発や子どもへの周知については、

不断の取組をお願いする。

その上で、被措置児童等の権利が侵害されている場合や生命・健

康・生活が損なわれるような事態が予想される場合等には、被措置児

童等を保護し、適切な養育環境の確保をお願いする。また、不適切な

事業運営や施設運営が行われている場合には、事業者や施設を監督す

る立場から、児童福祉法に基づき適切な対応をお願いする。

また、児童福祉法第33条の16の規定により、都道府県知事は、毎年
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度、被措置児童等虐待の状況、被措置児童等虐待あった場合に講じた

措置等を公表するものとされているため、各都道府県におかれては、

被措置児童等虐待の状況等の公表につき、遺漏なきようお願いしたい。

⑧ 児童養護施設等に入所する子ども間の性的暴力等の事案への対応に

ついて

児童養護施設等は、子どもたちが信頼できる大人や仲間の中で安心

して生活を送ることができる場である必要があり、子ども間の性的暴

力が起こることはあってはならない。

そのため、平成31年４月に、すべての子どもに対する定期的な面接

の実施や性教育の実施等、平成30年度の調査研究で聞き取った施設の

取組事例を参考に未然防止や早期把握を徹底すべきことや、事案を把

握した場合の児童相談所や保護者への報告と被害児童に対する安全確

保や専門的ケアを確実に実施すべきこと等を通知しており、各都道府

県においては、子どもの権利擁護が図られるよう、引き続き、各施設

等への周知・徹底を図られたい。

なお、令和元年度の調査研究においては、平成30年度の調査研究で

収集したデータを活用して、子どもが抱えている問題の背景や施設等

での取組状況等と、把握された事案との関連性等について分析を行う

とともに、その分析結果等を踏まえた施設現場等の実践に役立つチェ

ックポイントを作成することとしている。

また、令和２年度予算案においては、児童養護施設等において、施

設内における性暴力への対応等への体制を強化するため、「児童養護施

設等体制強化事業」を拡充して、児童指導員等の補助者等を配置でき

ることとしている。各都道府県等においては、積極的な活用をお願い

する。
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